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　税務課 ☎72-1111個人住民税（町・県民税） 問

　税務課 ☎72-1111固定資産税・都市計画税 問

　個人住民税は、その年の1月1日に町内に住所がある人、または事務所・家屋敷等がある人の、前年の所得金
額に対して課税されます。年税額は、均等割額と所得割額から計算されます。

●納税義務者

　均等割額は、町民税3,000円、県民税1,000円となります。
　ただし、平成21年度～30年度までは「あいち森と緑づくり税」として、県民税が500円加算されます。また、
平成26年度～35年度までは、東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に
必要な財源確保のため、臨時の措置として、町民税、県民税ともに500円加算されますので、あわせて5,500
円が個人住民税の均等割額になります。

●均等割

　所得割額の一般的な計算方法は次のとおりです。
　所得割額＝（総所得金額－所得控除額）×税率－税額控除額
【所得控除】
　雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、
　障害者控除、寡婦（夫）控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
【税額控除】
　調整控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除
【税率】
　町民税６％、県民税４％

●所得割

　賦課期日（1月1日）に武豊町内に住んでいる人は、毎年3月15日までに前年の収入を申告しなければなりま
せん。ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
　1.前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出されている人
　2.所得税の確定申告書を税務署へ提出した人

　申告をされないと、各種手当、保育園の入園、公営住宅入居の申込等の、各種申請に必要な所得課税証明書
が発行できない場合があります。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度については、軽減措置の対象と
なる場合でも、所得が不明のため軽減が受けられないことがあります。

●住民税申告

　所得に応じて、次のとおり非課税の範囲が設定されています。

　固定資産税は、毎年1月1日（賦課期日）に、固定資産（土地、家屋、償却資産）を所有している人が、その固
定資産の価格をもとに算出された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
　都市計画税は、市街化区域内の道路・下水道・公園等の都市整備や土地区画整理事業に必要な費用として
課税する税金です。課税対象となるのは市街化区域内の土地・家屋です。

●非課税措置

　原則として、固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
●納税義務者

　固定資産税・都市計画税は次のような手順で税額が決定されます。

　1.固定資産を評価し、その価格（評価額）を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
　※評価額とは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価し、固定資産課税台帳に登録された
　　ものです。
　2.課税標準額×税率＝税額となります。
　※課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことで、原則として評価額が課税標準額となります。
　　ただし、課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額
　　は評価額より低く算定されます。また、特例措置は固定資産税と都市計画税では異なります。
　※税率＝固定資産税：1.4％、都市計画税：0.3％
　3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

●税額算定

区分 町内に住所がある人 町内に住所は無いが、事務所、事業所、家屋敷が町内にある人

均等割

所得割

○

○

○

×

均等割の非課税者
均等割のみ納める義務のある人で、前年中の合計所得金額が条例で定める次の金額以下の人
28万円×（控除対象配偶者・扶養親族の数＋１）＋16万8千円
「16万8千円」は、控除対象配偶者または扶養親族を有する人について加算します

所得割の非課税者
所得割を納める義務のある人の内、前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×（控除対象配偶者・扶養親族の数＋１）＋32万円
「32万円」は、控除対象配偶者または扶養親族を有する人について加算します

対象者項目

土地

家屋

償却資産

登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記（登録）されている人

登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記（登録）されている人

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

　　0569-73-7396
平野不動産

〜あなたの街の不動産屋さん〜

新築応援キャンペーン実施中! !

土地・戸建
物件情報多数あり! !

新築物件どれでも仲介手数料無料です！

不動産を いたい方買
土　地 戸　建 マンション

売却物件募集中

無料相談・無料査定
早期売却希望の方は買い取りも致します

不動産を りたい方売

至半田

至武豊I・C

武豊中学校

武豊町役場 知多
武豊駅

N

榊原整形外科

杉
石
病
院

衣
浦
小
学
校

文

文
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　税務課 ☎72-1111固定資産に関連する手続き 問

　税務課 ☎72-1111軽自動車税 問

・登記済み家屋の場合
　→法務局で登記手続きを行う必要があります。
・未登記家屋の場合
　→税務課へ家屋を滅失した旨の「滅失届」の提出が必要になります。

●家屋を取り壊した場合（一部取り壊しも含む）
　新規登録の年月により、税額が異なります。新規登録の年月は、車検証の「初度検査年月」にてご確認くだ
さい。詳しくは、下表をご覧ください。

●軽自動車の税額

　平成27年4月1日～平成31年3月31日の間に、新規登録した車の内、基準をみたす環境性能に優れたものに
ついては、取得の翌年度分に限り、軽自動車税が軽減されます。検査情報に基づき軽減しますので手続きは
不要です。

●グリーン化特例（軽課）

・土地および登記済み家屋の場合
　→法務局で権利異動登記を行う必要があります。
・未登記家屋の場合
　→税務課へ「家屋所有権移転届」の提出が必要になります。

●土地・家屋の名義を変更する場合

　賦課期日である1月1日時点において、所有者がお亡くなりになっていて、名義変更の手続き等が済んでいな
い場合は、法定相続人にその税金を納めていただくことになります。
　その場合、「相続人代表者指定届」を税務課へ提出していただく必要があります。

●固定資産の所有者がお亡くなりになった場合

　軽自動車税は、その年の4月1日において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
を所有している人に課税されます。
　自動車税と違い、月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合も、その年度1年間分
の軽自動車税がかかります。

●納税義務者

●原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・小型二輪の税額
年税額標識色種別

原動機付自転車

小型特殊自動車

軽二輪

小型二輪

50cc以下

50cc超～90cc以下

90cc超～125cc以下

ミニカー

農作業用

その他（フォークリフト等）

125cc超～250cc以下

250cc超

白

黄

桃

青

緑

緑

白

白

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

2,400円

5,900円

3,600円

6,000円

税率（年額）
種別 平成27年3月31日以前に

最初の新規登録をした車
平成27年4月1日以後に
最初の新規登録した車

最初の新規登録から
13年を超えた車

四輪乗用
（自家用）

軽自動車

四輪乗用
（営業用）

四輪貨物用
（自家用）

四輪貨物用
（営業用）

三輪

7,200円

5,500円

4,000円

3,000円

3,100円

10,800円

6,900円

5,000円

3,800円

3,900円

12,900円

8,200円

6,000円

4,500円

4,600円

GARAGEHATA
〒475-0833 愛知県半田市花園町5-1-3 FAX0569-24-8081

TEL 0569-24-8080 

www.garage-hata.com

私達はお客様に
素敵なカーライフを届けます。
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　車両の登録、廃止、名義変更等については、下記の各機関へ必ず届け出てください。
　特に車両を廃棄したり、譲ってしまい、車両の所有者でなくなったにもかかわらず、手続きをしないまま、4
月1日を過ぎてしまうと、その年度の税金がかかってしまいます。
　手続き方法等、詳しくはそれぞれの手続き先へお問合せください。

●手続き

　身体障がい者等が所有する軽自動車等は、申請により減免される場合があります。減免を受けられるのは、
普通自動車も含めて1台までです。
　詳しくは、税務課へお問合せください。普通自動車の減免は知多県税事務所（TEL：89-8176）へお問合せ
ください。

●減免制度

手続き先種類

原動機付自転車（125cc以下）
小型特殊自動車

軽自動車三輪
軽自動車四輪

小型二輪（250cc超）

軽自動車二輪（250cc以下）

税務課

愛知運輸支局
（名古屋市中川区北江町1-1-2）
TEL：052-351-5311

軽自動車検査協会
（名古屋市港区いろは町2-56-1）
TEL：050-3816-1770

軽自動車協会
（名古屋市港区いろは町2-56-2）
TEL：052-659-1040

エイタックス 検 索

エイタックス総合事務所エイタックス総合事務所
小山茂三

http://www.a-tax.net

知多事務所
武豊町若宮152-1 さくら2F

代表  税理士・行政書士

相続対策と手続きの悩みを一緒に解決していきます！

相続支援センター

0120-166-114

相続税ってどれくらいかかるの？

夫（妻）が亡くなって、銀行からお金が下ろせない。

かしこい相続税対策ってあるの？

子・孫に財産を譲りたい。

相続人となる子供も親族も全くいない。

遺言書の書き方がわからない。

亡くなった祖父母名義のままの不動産があるんだけど。

生命保険で節税効果があるって聞いたんだけど。

お隣と自宅との境界がわからない。

うちの不動産の価値ってどれくらい？

私は相続でいくらもらえるの？

外国籍の相続はどうなるの？

遺産相続人と連絡が取れない。

税理士・行政書士・司法書士などの安心できる
相続のエキスパート集団が誠意をもって
あなたのお悩みを解決いたします

相続業務のエキスパート・専門家があなた
の相談にお応えします。
多岐にわたる相談手続きを、専門家ネット
ワークでサポートします。あなたにとって
最良のご提案をいたします。
業務上知り得た情報等の守秘義務を遵守致します

予約制

初 回 相 談 無 料

お気軽に
ご相談
ください

こんな
お悩み

こんな
問題

をお抱えの方に

名
鉄
河
和
線

上
ゲ
駅

J
R
武
豊
線

セブンイレブン

前田

秋葉神社

ファースト
ホテル武豊

半田信用金庫

247

ココ

新聞・折込広告取扱・求人情報・ちたろまん

知多郡武豊町字金下37番地 TEL0569-72-0356　FAX0569-72-6002
常滑市市場町4丁目167番地 TEL0569-35-2861　FAX0569-34-7971あかい新聞店
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　収納課 ☎72-1111納税 問

　役場から送付される納付書で、役場出納室または納付書裏面に記載のある金融機関・コンビニで納付してく
ださい。紛失してしまった場合は再発行しますので、役場収納課へご連絡ください。

●納税方法

　納期限を過ぎても納付がないと「督促状」を発送して納付のお知らせをします。
　納付が遅れると延滞金（納期限の翌日から起算）も納付しなければならなくなる場合がありますので、今一
度納め忘れの税金がないかご確認ください。

●納期限を過ぎてしまったら…

　「督促状」や「催告書」を送付しても納付やご連絡がなく、滞納を放置されますと、勤務先・取引先・金融機
関等への財産調査や財産の差押（預貯金・不動産・給与等）等の滞納処分を受けることになります。

○納付できる税目
　固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
　町県民税、国民健康保険税

○町税以外で、納付できる料金
　介護保険料、後期高齢者医療保険料、
　保育料・保育所使用料、児童クラブ使用料、
　水道料金・下水・集排使用料、
　下水道受益者負担金

○コンビニで取扱いできない納付書
・バーコードが印字されていないもの
・納付書記載の「指定納期限」を過ぎているもの
・汚れや破損、折り曲げなどによりバーコードを読
　み取ることができないもの
・金額を訂正したもの
・納付書1枚当たりの金額が30万円を超えるもの

●税金を滞納してしまうと…

　①出かけなくてもＯＫ　　　②納め忘れの心配がなくなる　　　③現金を持ち歩く必要なし！
　課税されている人以外の口座からも振替が可能です。利用できる金融機関は納付書裏面に記載してありま
す。お申込みは、役場収納課または金融機関で手続きしてください。

●便利な口座振替をご利用ください

●納期限

コンビニ納付のご利用を！

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

固定資産税
都市計画税

軽自動車税

町県民税

国民健康保険税

※固定資産税・都市計画税、町県民税は1期の期限内に全期一括の納付が可能です

1期

定期

１期

2期

1期

2期 3期

2期

4期

3期 4期 5期 6期 7期 8期

3期 4期

いわかわ司法書士行政書士事務所
TEL0569-77-3818 〒470-2362 武豊町字六貫山3-10-5

FAX0569-77-2891
〒470-2362 武豊町字六貫山3-10-5
FAX0569-77-2891

どのようなお悩みにも真摯に向き合います。

～相続を争続としないために～
お悩み解決のサポートをお約束！

はお任せください。相続 遺言 不動産登記 成年後見

http://www.officeiwakawa.com

お悩みはないですか？スピーディに対応致します！

〒470-2346 武豊町字長尾山49-1 長尾山ビル2階西
TEL.0569-84-0091

税務調査　節税対策　経営計画の作成　日常業務

http://itou-zeirishi.net/

伊藤高志税理士事務所

半田市宮本町５丁目328番地5 第8タツミビル201

TEL 0569-89-9205

税務・会計顧問　確定申告　経理サポート　医療法人対応　相続税申告　事業承継

h t t p : / / w w w . t a k a g i - c t a . j p

高木正幸税理士事務所
お気軽にご相談ください


